
労働者派遣法第 30条の 4第 1項の規定に基づく労使協定

かなうみ株式会社 (以下「甲」という。)と かなうみ株式会社労働者代表 (以下「乙」と

いう。)は、労働者派遣法第 30条の 4第 1項の規定に関 し、次のとおり協定する。

(対象となる派遣労働者の範囲 )

第 1条 本協定は、派遣先で別表 1に掲げる業務に従事する従業員 (以下「対象従業員」

という。)に適用する。

2 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリ

ア形成を行い所得の不安定化を防 ぐ等のため、本労使協定の対象とする。

3 甲は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限 り、

本協定の適用を除外 しないものとする。

(賃金の構成 )

第 2条 対象従業員の賃金は、基本給、賞与、時間外労働手当、深夜・休 日労働手当、通

勤手当、家族手当、住宅手当とする。

(賃金の決定方法 )

第 3条 対象従業員の基本給、賞与及び手当 (第 2条に掲げる賃金のうち、基本給、賞与、

本条 (三 )(四 )の手当を除 く。以下同じ。)の比較対象となる「同種の業務に従事

する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満た した別表

1の通 りとする。

(― )比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、次のとおりとする。
イ 「一般事務 J秘書 口受付の職業」における比較対象となる同種の業務に従事する一

般の労働者の職種は、令和 6年 8月 27日 職発 0827第 1号 「令和 7年度の「労働者

派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 30条の 4第 1

項第 2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等

について」 (以下「通達」という。)別添 2に定める「034-般事務・秘書 口受付の職

業」とする。

口 「訪問介護の職業」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の

職種は、通達別添 2に 定める「051訪間介護の職業」とする。

ハ  「接客 =給仕の職業」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者

の職種は、通達別添 2に定める「056接客・給仕の職業」とする。

二 「その他のサー ビスの職業」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の

労働者の職種は、通達別添 2に定める「058その他のサー ビスの職業」とする。
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ホ  「生産設備オペ レーター (金属製品 )」 における比較対象となる同種の業務に従事

する一般の労働者の職種は、通達別添 2に定める「067生産設備オペ レーター (金属

製品)」 とする。

へ  「製品製造・加工処理工 (金属製品)」 における比較対象となる同種の業務に従事

する一般の労働者の職種は、通達別添 2に定める「071製品製造・加工処理工 (金属

製品)」 とする。

卜 「製品製造・加工処理工 (食料品等 )」 における比較対象となる同種の業務に従事

する一般の労働者の職種は、通達別添 2に定める「072製品製造・加工処理工 (食料

品等 )」 とする。

チ  「製品製造・加工処理工 (金属製品 自食料品等を除く)」 における比較対象となる

同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、通達別添 2に定める「073製品製造・

加工処理工 (金属製品・食料品等を除 く)」 とする。

り 「製品検査工 (金属製品)」 における比較対象となる同種の業務に従事する一般の

労働者の職種は、通達別添 2に定める「076製品検査工 (金属製品)」 とする。

ヌ  「製品検査工 (金属製品・食料品等を除く)」 における比較対象となる同種の業務

に従事する一般の労働者の職種は、通達別添 2に定める「078製品検査工 (金属製品・

食料品等を除 く)」 とする。

ル イ～スについては、業務の実態から複数の業務に従事する可能性があることから

中分類を使用するものとする。

(二 )地域調整については、別表 1の地域内の派遣先で派遣就業を行うことから、通達別

添 3に定める該当する地域の都道府県別地域指数を使 うものとする。

(三 )時間外労働手当、深夜・休日労働手当については、基本給、賞与及び手当とは分離

し、第 5条の通 りとする。

(四 )通勤手当については、基本給、賞与及び手当とは分離 し実費支給とし、第 6条のと

おりとする。

(五 )退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の

額」につしヽては、通達の第 3の 4に定める合算により比較する方法とし、その額を

別表 1の地域調整後の額に 5%を乗 じた額 (1円未満の端数切 り上げ)と する

第 4条 対象従業員の基本給、賞与及び手当は、次の各号に掲げる条件を満た した別表 2

のとおりとする。

(― )別表 1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上であ

ること

(二)別表 2の各等級の職務と別表 1の 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な

賃金の額との対応関係は次のとおりとすること

Aラ ンク :10年
Bラ ンク : 3年
Cラ ンク : 0年
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(三 )賞与については、男1表 2の通 り半年に 1回支払うものとし、算定期間および支給時

期については、次の通 りとする。

ただ し、会社の業績の著 しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期

し、又は支給 しないことがある。

また、勤続 6カ 月以上で勤務状況が良好な従業員、および支給日に在籍中の従業員

に対 して支給する。

算定対象期間 支給 日

毎年 1月 1日から6月 30日 まで 翌年 1月 末日

毎年 7月 1日 から12月 31日 まで 翌年 7月 末日

2 甲は、第 8条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容であった

としても、その経験の蓄積及び能力の向上があると認められた場合には、基本給を増額
することとする。

また、より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に

応じた派遣就業の機会を提示するものとする。

第 5条 対象従業員の時間外労働手当、深夜・休日労働手当は、就業規則に準 じて法律の

定めに従つて支給する。

第6条 対象従業員の通勤手当は、通勤に要する実費に相当する額を支給する。尚、対象
従業員の自宅から派遣先まで片道 1キ ロ未満の場合、支給しないこととする。本書
に記載していない内容は、就業規則記載どおりに運用する。

第 7条 家族手当は、次の家族を扶養している労働者に対し支給する。

① 18歳未満の子

1人につき  月額  3,000 円

福利厚生住宅手当は、入社時に相談のうえ、金額を決定し、労働者に対し支給す
る。

(賃金の決定に当たっての評価 )

第 8条 基本給の決定は、原則として毎年 1月 に行 う勤務評価の結果に基づき4月 度給与

より反映させるものとする。派遣先における勤務が 1年に満たない場合は、1年経

過後に評価を行 うこともある。また、勤務評価は別添様式 1を用いた方法にて行う
こととする。
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<昇給等> 勤務評価の結果、能力の向上が認められた場合は、能力の向上に応じ

て上の等級の下限額まで基本給を増額する。ただし、会社の業績の著しい低下その

他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。

<昇格> 勤務評価の結果に基づき、別表 3に定める要件を満たした派遣社員につ

いて、昇格させることがある。

2 賞与の決定は、毎年 1回行う勤務評価を活用する。勤務評価は公正に評価すること
とし、その方法は別添様式 1を用いた方法を準用し、その評価結果に基づき別表2の備

考の通り、賞与額を決定する。

(賃金以外の待遇 )

第 9条 教育訓練 (次条に定めるものを除 く。)、 福利厚生その他の賃金以外の待遇につい

ては正社員と同一とし、就業規則第 5章、 9章及び 10章の規定を準用する。

(教育訓練 )

第 10条 労働者派遣法第 30条の 2に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づ

き別途定める「教育訓練実施計画」に従つて、着実に実施する。

(その他 )

第 11条 本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。

(有効期間 )

第 12条 本協定の有効期間は、2025年 4月 1日 から 2026年 3月 31日 までの 1年間とす

る。

2 本有効期間終了後に締結する労使協定についても、労使は、労使協定に定める協定

対象派遣労働者の賃金の額を基礎として、協定対象派遣労働者の公正な待遇の確保に

ついて誠実に協議するものとする。
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【別表 1】  同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額

1 ■ ■「■の1,:|
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|

1浩笙啓菫菖襲菫「  1鸞事
に定める職業安定業務

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗 じた値
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一般事務・秘書・受付の職業

(職種名)

職務の内容 額
低
給

自取
本基 賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメントし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク
職業の基本的知識 を備え、職場の課
題を発見 し、改善提案を行 うことが
できる。

1

Cラ ンク
織務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従つて、正確に作業ができる。

【別表 2】 -1 富山

地域指数富山
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対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金 500上乗せ額 )

対応する-110
労lll者 の
能力 経験

104

3年

0年

訪問介護の職業

(職種名)

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手 当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識 を備え、職場の責任者 と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク
職業の分野別基本知識を備え、職場
の課題を発見し、改善提案を行うこ
とができる。

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従つて、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金590上 乗せ額)

対応する一般の
労働者の

能力 経験

10年

3年

0年

接客・給仕の職業

(職種名)

11,)の
"不

:
最低

基本給額
賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク
職業の基礎知識を備え、職場の課題
を発見 し、改善提案を行うことがで
きる。

Cラ ンク

初 fl■

職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従つて、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金5,6上 乗せ額)

対応する一般の
労働者の

能力 経験

10年

3年

1,294 0年

その他のサー ビスの職業

(職種名)

「 :0内 容
最低

基本給額
賞与額 手 当額 合計額

Aラ ンク

li[僣 [暑:[[熱[:!「
異嘉を

Bラ ンク

甲独

職 業 の 基礎 知識 を備 え、職 場 の課 題
を発 見 し、改善 提 案 を行 うこ とが で

きる。

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従って、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金596上 乗せ額)

対応する一般の
労働者の

能力 経験

10年

3年

0年

生産設備オペ レーター (金属製品 )

(職種名)

最低
基本給額

賞与額 手 当額 合計額

Aラ ンク

上級
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

8ラ ンク

中級             職
業の基礎知識 を備え、職場の課題を
発見 し、改善提案を行 うことができ
る。

122C

Cラ ンク

初級
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従つて、正確に作業ができる。

対
'い

す る一般の労働者の

平均的な賃金の額
(退 職金 5,0上乗せ額 )

対応する一般の
労働者の

能力 経験

10年

1474

製品製造・加工処理工 (金属製品 )

(職種名)

職務の内容     1基 桑慇額 1賞与額

Aランク
       |「 1泄[]:][熱懲[!「彙幕を

対応す る一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金5%上乗せ額 )

対応す る-12C
労働者の

能力 経験

10年

3年

0年

Bラ ンク

＞
〓　
　
　
　
　
　
＞
〓　
　
　
　
　
　
＞
〓1 

等 予 i [ :! :言  、  (::il i 雁  」 ζ ぉ 、零 :3:ξ :~    1                  1 ,  000 1
Cラ ンク

|



【別表 2】 -1 富山

製品製造・加工処理工 (食料品等 )

(職種名)

:',「 ■■ 最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1.397

Bラ ンク

中級             爾
業の基礎知識を備え、職場の課題を
発見 し、改善提案を行 うことができ
る。

Cラ ンク       |
|

職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従って、正確に作業ができる。 1.000

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金5%上乗せ額)

対応する一般の
労働者の

能力 経験

10年

3年

製品製造・加工処理工 (金属製品・
:

食料品等を除 く)    1     職務の内容

(職種名)              |

最低
基本給額

賞与額 手 当額 合計額

〕「
ンク

       1言層ョ』 :[[ゑ輩!「
奨幕を 1.393 1672

Bラ ンク
       層言阜

言F袈馨鍵霙る符号[2添雫 1 185

Cラ ンク       |テ奮花]専、
(王

羅走雁奨男躍ξ:「 1      1.000

＞
〓

＞
〓

＞
〓

製品検査工 (金 属製品 )

輛 種名)

Aラ ンク

Bラ ンク

Cラ ンク

(備考 )

1 賞与については、勤務評価の結果によ り支給するもの とし、半年に 1回支払 う金額を時給換算 したものを掲載する。

勤務評価の結果による支給額は、基本給額に以下の率 を乗 した額 とする。

(評価結果)S:30% A:25% B120% C l10% D10%
まだ評価 を実施 していない対象従業員については、 D評価 とする。

同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額 と比較するに当たっては、賞与額は標準的な評価であるB評価の場合の額によ り比較す るものとす

手当額には、家族手当が含まれ、直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給 された額の平均額によ り算出するものとす る。

1詈言阜
モF製馨鍵築る特号捏2張零

２

る

　

４

対応す る一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金5%上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の

能 力 経験

104

3年

111( 0年

対応す る一般の労働者の
平均 1勺 な賃金の額

(退 職金 5ヽ 上乗せ額 )

対応する一般の
労働者の

能力 経験

10年

3年

0年

炒

コ

繹
静 酬 護 を

1 
嚇 m容

1基
暴慇額

:=与額 手 当額 合計額

Aラ カ

 月 [i僧鷲 [[黒 [[!「
奨難

1岬

8ラ ンク
       1詈 憲阜

菅琴袈轍 ],テ彎ヨ2兼零
1   1,1

∞ンク  爵予花]言、経尾iZ集謂[省「 11,

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金;:上 乗せ額 )

対応する一般の

労 r」 l者 の

能 力 経験

10年

3年

0年

0



【卯l表 2】 -2 東京

＞
〓
　
　
　
　
　
＞
〓
　
　
　
　
　
＞
〓

＞
〓
　
　
　
　
　
＞
〓
　
　
　
　
　
＞
〓

＞
〓　
　
　
　
　
＞
〓　
　
　
　
　
＞
〓

＞
〓　
　
　
　
　
　
＞
〓　
　
　
　
　
　
＞
〓

＞
〓　
　
　
　
　
　
＞
〓　
　
　
　
　
　
＞
〓

一泉 地域指数

一般事務・ 秘書・ 受付の職業

(職種名)

4サ 務の内容
最低

基本給額
賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専 F号 的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1,925

Bラ ンク
職業の基本的知識を備え、職場の課
題を発見し、改善提案を行うことが
できる。

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従 って、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の

平均的な賃金の額
(退職金 5%上桑せ額 )

対応する一般の

労 lll者 の

能力 経験

104

3年

0年

訪問介護の職業

G歳積名)

職務の内容 最低
基本給額

賞与額 手 当額 合計額

Aラ ンク
専Fl的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
呵滑に進めることができる。

2232

Bラ ンク
職業の分野別基本知識を備え、職場
の課題を発見 し、改善提案を行うこ
とができる。

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従 つて、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退職金5%上 乗せ額)

対応する一般の
労lLl者 の
能力 経験

10年

|■F Ilit,■■
::●「l= 最低

基本給饉 賞与額 手 当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメントし、業務を
円滑に進めることができる。

225(

Bラ ンク
職業の基礎知識を備え、職場の課題
を発見 し、改善提案を行うことがで
きる。

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従 つて、正確に作業ができる。 1,25[

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退職金596上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の

能力 経験

2.25( 10年

3年

0年

その他のサー ビスの職業

(職種名)

|`IPI] 最低
基本給額

賞与額 手 当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

2086

Bラ ンク
職業の基礎知識を備え、職場の課題
を発見 し、政書提案を行うことがで
きる。

Cラ ンク

初級
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従 つて、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平 l● 的な賃金の額

(退職金590■ 乗せ額 )

対応する一般の

労働者の
能力 経験

3年

0年

生産設備オペレーター (金属製品)

(lla種名)

最低
基本給額

賞与額 手 当額 合計額

Aラ ンク
lili借言:[[1[:!「奨嘉を 2,02(

Bラ ンク

Cラ ンク
務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
)従 つて、正確に作業ができる。

対応する一般の労 l■l者の
平均的な賃金の額

(退職金 5,0上 乗せ額 ) ｍ̈晰
10年

製品製造・加工処理工 (金属製品)

(lil種名)

最低
基本給額

賞与年 手 当額 合計額

Aラ ンク
専Fl的知識を備え、職場の責任者と

占碁卍纏誌Σlr森 ¥讐 ::業
務を 171 2,05[

Bラ ンク
:‐ |■ ■  ■. ■■●,■ 三を
1 1   ■1■ ,こ ti :■ き

Cラ ンク       溌ア花]言、三庭こ雁翼労、電誓:「

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退職金5%上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の

能力 経験

10年

3年

0年

|_



【別表 2】 -2 東京

製品製造・加工処理工 (食料品等 )

(職種名)

専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

業の基礎知識を備え、職場の課題を
発見し、改善提案を行うことができ
る。

職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従 つて、正確に作業ができる。

対応する―機の労 lll者 の
平均的な資金の額

(退職全590上 乗せ額 )

対応する一般の

労働者の

能力 経験

10年

3年

0年

製品製造

各姐章撃警議 ざ声
属製品・

1     職務の内容

(職種名)             |

最低
基本給額

::与 II 手 当額 合計額

Aランク
      [][僣[言:[2熱骨::「羹募を

Bランク
       層言阜

号管袈警鷹羹[諄雪捏2系零 1,

Cラ ンク
       1労 予花]警、霊庭こ雁糞浄撃醤省「

1 ]

対応する一般の労●l者の
平均的な賃金の額

(退職金6%上 乗せ額 )

対応する一

'1の労働者の
能力 経験

0年

1■ 1=

Aラ ンク

Bラ ンク

Cラ ンク

きる。

:職 務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
iル

'従
つて、正確に作業ができる。

(金属製品・食料品等を
膨象く)

Aラ ンク

Bラ ンク

Cラ ンク

(備考 )

1 賞与については、勤務評価の結果により支給するものとし、半年に 1回 支払う金額を時給換算 したものを掲載する。
勤務評価の結果による支給額は、基本給額に以下の率を乗 じた額 とする。

(評 価結果)S:30% A:25% B:20% C:10% D:0%
まだ評価を実施 していない対象従業員については、 D評価とする。

同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と比較するに当たつては、賞与額は標準的な評価であるB評価の場合の額により比較するものとす

手当額には、家族手当が含まれ、直近の事業年度において協虐対象派遣労働者に支給 された額の平均額により算出するものとする。

２

る

　
　
４

平均的な賃金の額
(退職金5%上乗せ額 )

対応する一般の
労働者の

能力 経験

10年

3年

1,3 0年

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額
〈退職金5%上 乗せ額)

対応 夕る一般の
労働者の

能力 経験

10年

3年

0年

■,171 最低
基本給額

賞与ギ 手 当篠 合計額

Aラ ンク 1,621 1951

1,

＞
〓

＞
〓

製品検査工 (金属製品 )

(職 種名)

＞
〓

＞
〓

＞
〓

＞
〓

1 基桑鱈額 1賞
与額

1手
当額



【別表 2】 -3 岐阜

加■1■ 111,■ (金 属製品 :

して部下 をマネジメン トし、業務を

Bラ ンク ■   ■  ■_|'1:こ せ
発見 し、改善提案を行 うことができ

Cラ ンク 1職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー

|ル )従つて、正確に作業ができる。

＞
〓

＞
〓

＞
〓

＞
〓

＞
〓
　
　
　
＞
〓
　
　
　
＞
〓

地域指数 1006

一般事務・秘書 .受付の職業

(職種名)

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1431

Bラ ンク
蔵業の基本的知識を備え、職場の課
題を発見 し、改善提案を行 うことが
できる。

Cラ ンク

初 融

職 務 手 引書 (マ ニ ュア ル 、職 場 ルー

ル)従つて、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金 5%上 乗せ額)

対応する一般の
労働者の

能力 経験

171 10年

3年

0年

訪問介護の職業

(職種名)

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手 当額 合計額

Aラ ンク

専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1,660

Bラ ンク

1中級       ~~~~~― ―

雰曇8客露贄号査誤警鷹霙るゎ彎[
とができる。

Cラ ンク

初級
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従つて、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金5,6上 乗せ額)

対応する一般の
労働者の

能力 経験

10年

34

0年

接客・給仕の職業

(職種名)

|■ σ,「 :FI
最低

基本給額
賞与額 手 当額 合計額

Aラ ンク
li[il暑:[癬 1.674

Bラ ンク

中級       ~
職業の基礎知識 を備え、職場の課題
を発見 し、改善提案を行 うことがで
きる。

1 423

Cラ ンク
:=「    ||′ t ―

‐ |:: :. =t  `_ 1.120

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金5%上 乗せ額 )

対応す る一般の

労働者の

能力 経験

10年

3年

1,344 0年

その他のサー ビスの職業

(職種名)

最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aランク
       |][繕 [啓:[[熱][!i奨

嘉を

Bラ ンク
●レ■■11■ Fえ 、1■ li´)諜 モ
■l  i  tl ■うことがで 1318

Cラ ンク      |
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従つて、正確に作業ができる。 1 039

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金59o上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の

能力 経験

10年

1581 3年

0年

生産設備オペ レーター (金 属製品 )

(職種名)

最低
基本給額

賞与額 手 当額 合計額

I       Aラ
ンク

       :][繕 [言:[[ゑ l:!]黛
幕を

Bラ ンク
       1言 阜

言警製警穐霙う各彎22兼零彗 1,276 1,532

Cラ ンク       EF花 ]薯、三羅足雁峯λ碑曾:「 1,005

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金 5,o上乗せ額 )

対応する一般の
労働者の

能力 経験

104

3年

0年

対応する一般の労101者 の
平均的な賃金の額

(退 職金5%上乗せ額)

対応する一般の
労働者の
能力 経験

10年

3年

0年



製品製造・加工処理工 (食 料品等 )

(職種名)

最低
基本給額

賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク

上級             ~
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務 を
円滑に進めることができる。

1451 1,742

8ラ ンク
       1言 阜

菅青誤彗鍵霙る|=号92張零喜 1.235 247 1,48:

Cラ ンク
       F芦羅]更、

(壬

羅走羅集λヾ彎醤著「
1 00[ 1.20(

【別表 2】 -3 岐阜

1枡
鶉緊お躙

Aラ ンク

|

.     職務の内容
|

＞
〓

＞
〓

Bラ ンク

|][i[]:[[熱
::!「

奨嘉喜

職業の基礎知識を備え、職場の課題
:を 発見し、改善提案を行うことがで
1き る。

Cラ ンク

(備考 )

1 賞与については、勤務評価の結果により支給するもの とし、半年に 1回支払 う金額 を時給換算 したものを掲載す る。

勤務評価の結果による支給額は、基本給額に以下の率を乗 じた額 とする。

(評価結果)S:30% A:25% B:20% c:10% D:0%
まだ評価を実施 していない対象従業員については、 D評価 とする。

同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額 と比較するに当たっては、賞与額は標準的なET価 であるB評価の場合の額によ り比較するもの とす

手当額には、家族手当が含まれ、直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給 された額の平均箱によ り算出するもの とする。

＞
〓

＞
〓

＞
〓

＞
〓

＞
〓

２

夕０
　
　
４

対応す る一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金590上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の

能力 経験

1741 10年

3年

1.166 0年

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金5%上 乗せ額 )

対応す る一般の

労働者の

能力 経験

173( 10年

3年

1,16( 0年

型
最低

基本給額
手 当額 合計 額

:専 門的知識を備え、職場の責任者と
Aラ ンク

       i占落驚蓮蕊Σlごふ宅害を:業務を 1 4651 1,75(

Bラ ンク       1詈 羹貫菅F譲喜鍵璽う符号ff兼零
|き る。

1 497

Cラ ンク       |;う言霜]言、
(壬

羅i罪笑謂曾悠「 1.0051 1

対応する-11の 労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金5ヽ 上乗せ額)

対応する一般の
労ltl者 の
能力 経験

1,75( 10年

1,49( 3年

1178 0年

製品検査工 (金属製品・食料品等を ｀

除 く)      1     職務の内容

(職種名)

基本綸●:

」:与 額 手当額 合計額

Aランク
       |][[[]:[2熱彎:!「望幕を 1,4331 172(

Bラ ンク
       E言阜

き罐 縄築る
'テ

琴22弔雫 1.2191 1466

Cラ ンク       1予 碑花]草、三羅iZ峯ち躍誓:「 1 1 20C

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金5%上 乗せ額 )

対応す る一,1の
労働者の

能力 経験

171C 10年

1462 3年



<別表3>    勤務評価による昇格

*勤務評価の合計点 45～ 50 35～44 25～ 34 15～ 24 10-14
評 語 Ｃ

Ｏ A B C D

昇格ポイン ト 150pt 120pt. 100pt. 80pt Opt.

等級 係数 150 1.20 1.00 080 0.00

Aラ ンク

Bラ ンク 1別 表 2の基:本給額による

Cラ ンク

1、 対象従業員の等級 (ラ ンク)は、前職での経験等を考慮 して本人と面接の上これを決める。
2、 新卒者については、 Cラ ンクに該当するものとみなす。

3、 勤務評価表 (別添様式1)の合計点 *に より、その年の評語を確定し能力の向上を計る。
4、 等級の昇格条件は、以下の通 りとする。

。Cラ ンク→ Bラ ンク

昇格ポイントの累計が、450ポイント以上
。Bラ ンク→ Aラ ンク

昇格ポイントの累計が、900ポ ィント以上

¬

J



別添様式 1

実施 日

勤務評価表

日 )月年

項 目 内容 評価 (点数 )

勤務イ犬況
始業時間、就業時間をきちんと守ってしるか。

無断での欠席や遅亥」、私用外出はなしか。
5 4 3 つ

４ 1

会社や上司からの指示・命令に正しぐbて仕事をしているか。

服務規律 (職場のルール)をきちんと守つているか。
一ｂ 4 ５^ つ

４

他の社員とよく協力。協調して仕事を行つているか。

自分勝手なところはないか。
Ｅ
υ 4 つ

０ 2

与えられた仕事に積極的に取り組んでし̀るか。

仕事に文寸する熱意や意欲があるか。
に
０ 4 つ

０ 2 1

障性
仕事についての責任感があるか。

ま旨示された仕事をきちんと最後までやり終えているか。
Ｅ
υ 4 3 2 1

千
=|■ `り

直切さ
「報告・連絡。本目言炎」を適切にイ予っているか。

仕事の進み具合や結果をきちんと報告しているか。
5 4 ５^ 2 1

仕事の迅速さ。正確さ
仕事を迅速に処理しているか。必要以上に時間がかかることはないか。
仕事を正確に処理しているか。仕事を安心して任せることができるか。

Ｅ
υ 4 3 2 1

業務に必要な知識・技能を習得しているか。

業務に関連する知識・技能の向上に努めているか。
ｒ
υ 4 2 1

l安全衛生 仕事を行う上での安全l性に十分配慮しているか 5 4 ５^ つ
４ 1

1    ‐    . =三 :,■

`=:di]っ
ている,」 。` 5 4 3 2 1

I

1総合評価 以上を総合的に評価した結果 合計      点 /50点

特記事項

<評価基準>
5:標準をとても上回る

(非常に良い)

4:標準を上回る (良い)

3:標準 (普通)

2:標準を下回る

(努力する必要がある)

1:標準をかなり下回る

(非常に努力する必要がある)

評価者

派遣先事業所からの

コメント

役職名

氏名


